
裏面へ⇒ 

農業経営基盤強化促進法による利用権設定申込書 
（農地の貸し借り契約の申込書） 

 
令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 

下記農地について、利用権を設定（賃貸借契約）したいので申し込みます。 
相馬市農業委員会会長 様 

（貸し手） 

農地所有者 

住 所  相馬市中村字北町 63-3 

氏 名  相馬 花子 

生年月日  S10 年  10 月  10 日  （ 85 才） 

電話番号： 0244 － 37 － 2190 

携帯番号： 090  － 1234 － XXXX 

※必ず日中に連絡がつく番号を記入してください 

 

（借り手） 

耕 作 者 

住 所  相馬市中村字大手町 13 

氏 名  農業 太郎 

加入している年金 ： ①国民年金  ②厚生年金  ③その他 

電話番号： 0244 － 37 － 2255 

携帯番号： 080  － 4321 － XXXX 

※必ず日中に連絡がつく番号を記入してください 

※申込書には押印不要です。 
★ （借り手）耕作者 営農状況（いずれかに○をつけてください） 

農業所得が発生している はい   いいえ 

 

主要機械保有状況 台数  

耕うん機 １ フォークリフト １ 

トラクター １ コンバイン １ 

田植機 １ 農用自動車 １ 

乾燥調製機  その他（        ）  

 

★ （借り手）耕作者 世帯状況 

氏 名 性 別 生 年 月 日 年 齢 続 柄 
農作業従事日数

（ 年 間 ） 

◎農業 太郎 男 S30 年 5 月 5 日 65 才 世帯主   250 日 

農業 恵子 女 S32 年 12月 2 日 63 才 世帯主の妻   250 日 

農業 耕一 男 S58 年 7 月 14 日 37 才 世帯主の子  100 日 

        日 

      
農業に従事していない家族の記入は不要です。 



   ◎には、農業経営における責任者、経営主を記載下さい。 

○ 利用権設定(貸し付け)被設定したい土地は下記の通りです。 

 

○ 賃貸借料の支払いは、毎年 11 月 末 日までに 持参払い ・ 口座振込 といたします。 

 

 

番

号 
土 地 の 所 在 ・ 地 番 地 目 面 積 

10ａ当り賃借料

または俵数 

設定 

期間 

新規 

継続 

１ 相馬市  中村 字 大手先 1011 田 991 ㎡ 60 ㎏ 5 年 新 継 

２ 相馬市  中村 字 大手先 1012 田 991 ㎡ 60 ㎏ 5 年 新 継 

３ 相馬市  中村 字 大手先 1013 田 991 ㎡ 60 ㎏ 5 年 新 継 

４ 相馬市  中村 字 大手先 1014 畑 292 ㎡ 5,000 円 5 年 新 継 

５ 相馬市     字  ㎡  年 新 継 

こ の 中 は 記 入 し な い で く だ さ い 
（ 農業委員会 記入欄 ） 

◆ 貸し手の農業経営状況 

 経 営 農 地 の 総 括 俵 （ 単 位  ：  ㎡ ） 

所有農地 自作地 貸付地 借入地 総経営農地 

田      

畑      

計      

     ◆ 借り手の農業経営状況 

 経 営 農 地 の 総 括 俵 （ 単 位  ：  ㎡ ） 

所有農地 自作地 貸付地 借入地 総経営農地 

田      

畑      

計      

◎利用権設定の設定を受けるもの（借り手）の備えるべき要件 チェック欄 
□ 総経営面積が 30a 以上である（本申込みにおける経営面積を含む） 

□ 農作業従事日数が 150 日以上である 

□ 耕作放棄地、荒廃農地を所有、又は、借り入れていない 

□ 農業生産法人、又は、耕作・養畜の事業を行う個人である 


